
令和７年１１月１３日 

組合員・利用者の皆様 

 

令和７年４月に発生した不祥事件に対する再発防止策について 

 

当組合では、令和７年４月にＬＡ担当者による共済契約締結にかかる情報提供義務違

反、意向把握・確認義務違反（親族による代筆契約）という共済事業に係る不祥事件が発

生しておりますが、当該不祥事件につきましては、所管行政庁へ届出を行っており、ま

た、所管行政庁指導の下、下記の再発防止策に取り組んでおります。 

今後は、このような事案を発生させることのないよう、令和５年１１月２７日に策定し

た「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」に基づき、組合員・利用者の皆様に対し

て、誠実・公正に業務運営を行ってまいります。 

 

記 

 

１．コンプライアンス意識の醸成とＬＡ教育研修の強化 

毎月開催する各種会議体において、コンプライアンスに関する項目を設定し、ＬＡをは

じめ全役職員のコンプライアンス意識を醸成しています。 

また、ＬＡ教育研修の強化として、ＬＡの経験年数等に応じた、推進プロセスを重視し

たＬＡ特別研修を令和７年５⽉に策定し、６月・７月・９月に実施しています。 

 

２．共済部による指導の徹底 

共済部は、高齢者対応が必要な契約者で、かつ⼀定払込掛金（年間１００万円）以上の

該当契約を毎月抽出し、本所管理者からＬＡに対して不適切な推進が⾏われていないかヒ

アリングを⾏い、適切な推進が⾏われているか指導を徹底しています。 

 

３．生命共済一時払契約掛金収納の徹底 

 現金収納を原則廃止とし、ＪＡ口座を保有されている場合は、払戻請求書を使用した窓

口振替を行う。また、ＪＡ口座を保有されていない場合は、ＪＡ口座の開設をお勧めし、

開設いただけた場合は、払戻請求書を使用した窓口振替を行う。なお、払戻請求書を使用

した窓口振替ができない場合、ＪＡの指定する口座への振込による共済掛金収納を徹底し

ています。 

 

以上 
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